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「行動する産業医」の定義と答申の目的 はじめに

「産業医部会活性化の具体的方策
～行動する産業医の養成と更なる活躍を目指して～」

会長諮問

• 職場巡視や健康診断結果を踏まえた職場改善の提案
• 労働災害防止に資する衛生委員会での専門的助言
• 作業環境要因と健康影響との関係の分析
• 主治医や事業場関係者との連携を通じた両立支援への働きかけ など

「行動する産業医」とは法令に定められた業務の履行にとどまらず、日本医師会認定産業医
倫理綱領に従い、以下を主体的に実践する産業医を指す。 

本答申の目的は認定産業医がまず1社目の事業場と契約し、実際の産業医活動に参画す
ることが重要であると考え、いわゆる「1社目の壁」を乗り越えるための産業医部会の活性化と
全国的な産業医活動の推進に向けた具体的方策を提言するものである。
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答申の目次

第Ⅰ部：中央情勢 — 令和7年労働安全衛生法改正の概要と産業医に期待される役割の増大

第Ⅱ部：「1社目の壁」という課題 — 認定産業医の約半数が未活動である実態と心理的・実務的ハードル

第Ⅲ部：産業医のマッチング等支援の動向 — 直接契約・間接契約の変化、民間事業者の参入と課題

第Ⅳ部：地域医師会の取組事例 — 佐賀県・三重県・沖縄県・渋谷区における好事例の紹介

第Ⅴ部：「1社目の壁」を突破するための方策 — 手引きの活用、適正な間接契約、懇談会の実施推進

まとめ — 産業医の組織化にむけて
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１社目の壁

「1社目の壁」の具体的な要因例

•事業場を見つけることが困難
経験の浅い医師にとって、候補となる企業を自力で開拓する手段が限られている

•契約交渉への強い苦手意識
業務内容や報酬額について自ら交渉することに不安を抱く医師が多い

•相談相手・ノウハウの不在
臨床とは異なる産業医業務について、気軽に相談できる相手がいない

「１社目の壁」とは認定産業医資格を持ちながら産業医活動に至っていない医師が直面する、
心理的・実務的なハードルを指し、活動する産業医を増やすための重要な検討課題となる。

第Ⅱ部：「1社目の壁」
という課題 
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産業医契約形態の変化－直接契約と間接契約

⒈ 直接契約
産業医と事業場が直接交渉をし、契約内容（業務内容、
報酬など）が決定する。
＜直接契約のイメージ＞

産業医 事業場

2 間接契約
事業場と産業医の要望を踏まえ、産業医サポート事業者※が事業
場と産業医それぞれと委託契約を結ぶ
＜間接契約のイメージ＞

:契約締結 :労務提供 :報酬の支払い凡例

産業医 事業場

産業医サポート事業
者

契約時
・自分のペース、自由意志で契約交渉する。ただし、事業場
によっては産業医が希望する条件で契約することが難しい場
合もある。

契約後
実務

・事業場と自ら人間関係を構築し、労務提供(産業医活動)
する。
・契約書に記載の業務を、自分で管理しながら遂行する。
・事業場とのトラブルは自身で解決する必要がある。

契約時
・サポート事業者が契約交渉するので産業医の希望条件を
考慮した契約を行う。
・契約書の作成など手続上の手間が軽減する。

契約後
実務

・産業医の煩雑な連絡や事務作業はエージェントが担当する。
・情報提供の支援を受けられる（労働法令に関する最新情
報、他社事例等）
・トラブルが生じた場合、紹介事業者が仲裁役として問題解決
を図ることが出来る。

事業場からの報
酬の一定割合
を産業医紹介
事業者の手数
料とする。

タイミング 説明
タイミング 説明

Ⅲ部：産業医のマッチ
ング等支援の動向 
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※産業保健分野における職業紹介事業者は、産業医と事業場の直接契約だけでなく、間接契約による契約締結後の業務支援や業務支援システム提供等様々な業務を行っている
場合がある。こうした実態を踏まえ、本答申では産業保健活動の職業紹介事業者を「産業医サポート事業者」と定義する。

地域医師会で
行っている契約
形態



直接契約と間接契約に関する現状と留意点

直接契約 産業医と事業場のマッチング事業を行っている地域医師会へのヒアリング調査

直接契約 産業保健総合支援センターで行われているマッチング先進事例 

Ⅲ部：産業医のマッチ
ング等支援の動向 
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間接契約の
留意点

間接契約は介在するサポート事業者による支援の質や産業医報酬が様々。
マッチング後、産業医が納得する業務支援を提供しない事業者も存在するため、
以下の点に留意すべきである。
①専門性：産業医や衛生管理者等が業務に携わっている等、産業保健に

習熟したサポート事業者であるか
②支援体制：産業医への実務面での支援が十分であるか
③報酬水準：産業医報酬が納得できる適正な水準であるか



答申の目次

第Ⅰ部：中央情勢 — 令和7年労働安全衛生法改正の概要と産業医に期待される役割の増大

第Ⅱ部：「1社目の壁」という課題 — 認定産業医の約半数が未活動である実態と心理的・実務的ハードル

第Ⅲ部：産業医のマッチング等支援の動向 — 直接契約・間接契約の変化、民間事業者の参入と課題

第Ⅳ部：地域医師会の取組事例 — 佐賀県・三重県・沖縄県・渋谷区における好事例の紹介

第Ⅴ部：「1社目の壁」を突破するための方策 — 手引きの活用、適正な間接契約、懇談会の実施推進

まとめ — 産業医の組織化にむけて
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方策：「嘱託産業医の心得と産業医契約の手引き」の活用

① 産業医の心得 産業医の質向上と、産業医が職務を円滑に行うために実務上留意すべき心得として、
日本医師会産業保健委員会では５項目の心得を作成

② 1年間の職務 1社目で具体的に何をすればよいかイメージが湧かない嘱託産業医のために、
嘱託産業医が行う1年間について職務の実践的な手順の明記 

③ 契約書と解説
最新法令に対応した直接契約のための「嘱託産業医の業務委託契約書（参考例）」と
各条項（職務内容、事業場の責務、個人情報取扱い、報酬等）の詳細解説を加え、
昨今の情勢も踏まえて産業医の行うべき職務と追加で行う職務を再整理した

④ 参考資料

法令などの基礎的な職務知識だけでなく、産業医が知っておくべき周辺知識について参考資料として掲載
• 労基署と労働基準監督官
• 直接契約と間接契約の違い
• 産業医報酬の税務
• 産業医活動に関連する保険
• 健康経営について

手引き本体は「全国医師会産業医部会連絡協議会HP」に掲載予定：https://www.sangyo-doctors.gr.jp/Support

平成31年作成の「産業医契約の手引き」に、心得、１年間の職務を追加し大幅に刷新

第Ⅴ部：「1社目の壁」
を突破するための方策 
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方策：「1社目の壁」を越えるための懇談会の実施推進

懇談会の
3つの目的

•実務イメージの具体化による心理的・実務的ハードルの低下：産業医としての基本的な心得や業務の流れ・全体感を把握す
る
• 「嘱託産業医の心得と契約の手引き」の周知：1社目を踏み出すために必要な情報を1冊で網羅した新手引きを配布・紹介
•相談できるネットワークの構築：ベテラン産業医へ気軽に相談できる環境を整え、心理的・実務的ハードルを下げる

懇談会スキーム

•実施主体：都道府県医師会・産業医部会
•講師：産業医の経験を語る産業医部会のメンバー等、ベテラン産業医2名以上
•対象者：産業医活動未経験者、活動で困難に直面している者（非会員の扱いは各地区医師会の裁量）
•受講人数：約15名の少人数制（活発な質疑応答が可能な規模）
•時間：1時間程度（認定産業医制度の単位付与は行わない）
•内容例：「嘱託産業医契約の心得と契約書の手引き」の紹介、ベテラン産業医や1社目の壁を越えたばかりの産業医による講演、お
悩み相談会

＜参考＞

産業保健総合支
援センター等との

連携

•地域産業保健センターの登録産業医への登録案内：未経験産業医にとって最初の実務経験を得る機会であり、地域側の産業医
リソース確保にも有益
•産業保健総合支援センターの同行実地研修の紹介：職場巡視や産業医面談等を実際の現場で同行して学べる実践形式の研修
•ストレスチェック全事業場義務化に伴う高ストレス者面接指導ニーズ急増への対応として、地産保の活性化にも貢献

「1社目の壁」を越えるための懇談会を全国の医師会で展開し、活動する産業医を増やすと
ともに、医師会との接点が薄い非会員の産業医も積極的に参加していただき、組織強化とな
るような、開かれた組織づくりの一助とする

第Ⅴ部：「1社目の壁」
を突破するための方策 
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10

日本医師会認定産業医制度
嘱託産業医の心得と契約の手引き

2026年5月
日本医師会産業保健委員会
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はじめに
1. 産業医の心得

1.1. 概略
2. 嘱託産業医の1年間の職務
2.1. 1年間の流れ
2.2 職務の手順
産業医職務の基本姿勢:3管理/5管理と衛生管理者との連携
職務① 職場巡視
職務② 衛生委員会/安全衛生委員会の出席
職務③ 健康診断の結果について就業上の措置に関す

る意見を述べる
職務④ 高ストレス者に対し面接指導を行い就業上の

措置に関する意見を述べる
職務⑤ 長時間労働面接指導を行い就業上の措置に関

する意見を述べる
職務⑥ 職場復帰の支援等をはじめとする治療と就業

の両立支援を行う
職務⑦ 労働者からの健康相談

3.嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)
3.1契約の法的性質と留意事項
嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)

4. 嘱託産業医の契約の留意点
4.1 契約の解説(嘱託産業医業務委託契約書(参考例))
第1条(産業医選任)
第2条(職務内容)
第3条(甲の乙に対する責務)
第4条(乙による個人情報の取扱い)
第4条の2（乙による秘密の保持）
第5条(報酬)
第6条(補償)
第7条(契約の有効期間)
第8条(反社会的勢力)
第9条(協議)
医師会の立ち合いについて

参考資料1：日本医師会認定産業医倫理綱領
参考資料2：産業保健関連法令
参考資料3：産業医が知っていると役立つ労災認定基
参考資料4：労働基準監督署と労働基準監督官
参考資料5：情報通信機器を使った面接指導
参考資料6：直接契約と間接契約
参考資料7：「第2条第2項⑤その他の職務」の例示
参考資料8：産業医報酬の税務
参考資料9：産業医活動に関連する保険
参考資料10：健康経営
参考資料11：全国の医師会と産業保健支援センターの連絡先

手引きの目次



産業医の心得

「日本医師会認定産業医倫理綱領」をわかりやすくすることを目的に、産業医が職務を
円滑に行うために実務上留意すべき５項目の心得を作成

 働く人の人生に向き合おう

 法令や倫理綱領を遵守しよう

 職場環境や働き方を知ろう

 働く人と事業者とのバランスに配慮しよう

 産業保健スタッフと良好なコミュニケーションを築こう
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1年間の産業医活動の流れ（例）
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1社目で実際の職務のイメージが湧かない産業医のために、一般的によく行う職務と年間の流れを示した。
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産業医が実務に当たる際のイメージが湧きやすいよう、代表的な職務とその手順を実践的な流れに沿って示す。特に安全
衛生体制が十分に整っていない事業場を担当することになったケースを想定して、基本的な流れを一例として記載した

職務の手順（サンプル）
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嘱託産業医業務委託契約書(参考例)、契約の留意点
3.嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)
3.1契約の法的性質と留意事項
嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)

4. 嘱託産業医の契約の留意点
4.1 契約の解説(嘱託産業医業務委託契約書(参考例))
第1条(産業医選任)
第2条(職務内容)
第3条(甲の乙に対する責務)
第4条(乙による個人情報の取扱い)
第4条の2（乙による秘密の保持）
第5条(報酬)
第6条(補償)
第7条(契約の有効期間)
第8条(反社会的勢力)
第9条(協議)
医師会の立ち合いについて
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嘱託産業医業務委託契約書(参考例)
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参考資料

参考資料1：日本医師会認定産業医倫理綱領
参考資料2：産業保健関連法令
参考資料3：産業医が知っていると役立つ労災認定基
参考資料4：労働基準監督署と労働基準監督官
参考資料5：情報通信機器を使った面接指導
参考資料6：直接契約と間接契約
参考資料7：「第2条第2項⑤その他の職務」の例示
参考資料8：産業医報酬の税務
参考資料9：産業医活動に関連する保険
参考資料10：健康経営
参考資料11：全国の医師会と産業保健支援センターの連絡先
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参考資料（サンプル）



20

「産業医部会活性化の具体的方策
～行動する産業医の養成と更なる活躍を目指して～」
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